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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対象鳥獣 イノシシ、ニホンジカ、アライグマ、ヌートリア、ハクビシン 

計画期間 ２０２５ ～ ２０２７年度 

対象地域 瑞浪市全域 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（２０２３年度） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品 目 被害数値 

イノシシ 水稲、豆類、野菜 １４２ａ １，７３９千円 

ニホンジカ 水稲、豆類、飼料作物 １，８８８ａ ２，２９３千円 

アライグマ 果樹 １ａ    ３９千円 

ヌートリア － ０ａ      ０円 

ハクビシン 果樹 １ａ    ３９千円 

 

（２）被害の傾向 

・市内全域でイノシシによる水稲をはじめとした農作物への被害のほか

用排水路やため池等の農業施設、住宅地付近の掘り起こし被害やイノ

シシとの接触による自動車事故が発生している。 

・中山間部においてニホンジカによる農作物や飼料作物への被害が確認

されている。また、被害情報等から生息域が拡大していると想定され

る。 

・アライグマ、ヌートリア及びハクビシンの被害報告は少ないが、生息

は確認されているため、今後も対策を怠らないよう留意する必要があ

る。 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（２０２３年度） 目標値（２０２７年度） 

イノシシ １４２ａ １，７３９千円 １００ａ １，２１８千円 

ニホンジカ １，８８８ａ ２，２９３千円 １，３２２ａ １，６０６千円 

アライグマ     １ａ    ３９千円    ０．７ａ    ２８千円 

ヌートリア ０ａ     ０千円 ０ａ     ０千円 

ハクビシン １ａ    ３９千円    ０．７ａ    ２８千円 
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（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等に関

する取組 

・瑞浪市鳥獣被害対策実施隊

及び個人が実施する被害防

止捕獲により、個体数の調

整を行った。 

・新規に狩猟免許（わな猟）を

取得された方に対し、受験

手数料の一部に対する補助

を行った。 

・瑞浪市鳥獣被害対策実施隊

の隊員が高齢化しており、今

後、実施隊員の確保が難しく

なると考えられる。 

・箱わなによる捕獲が主流で

あるため、くくりわなでの捕

獲が必要となるニホンジカ

については、捕獲技術の向上

及び継承が課題となってい

る。 

防護柵の設

置等に関す

る取組 

・市単事業で電気牧柵に対す

る補助を行った。 

・補助金の活用により、ワイ

ヤーメッシュ柵を設置した。

・追い払い活動をする者に対

し用具の貸し出しを行った。 

・ワイヤーメッシュ柵の設置

は農家の負担が大きいこと

から設置が進まない地区が

ある。 

・ニホンジカの生息域の拡大

により、イノシシ用の柵が設

置してある地域においても

防護ができない。 

・住宅など農地以外に対する

防護の支援策がない。 

生息環境管

理その他の

取組 

・ワイヤーメッシュ柵の設置

地区を中心に緩衝帯（バッフ

ァゾーン）の整備について検

討を行った。 

・東濃農林事務所の鳥獣被害

対策専門指導員の協力によ

り、鳥獣害対策講習会を希望

する地区等で実施した。 

・農林課職員において狩猟免

許の取得や研修等の参加に

より、鳥獣害対策についての

理解を深めた。 

・緩衝帯（バッファゾーン）の

整備については、山林所有者

の同意が必要となるが、理解

を得るのに時間を要する。 

・鳥獣害対策について、人任せ

（市や猟師等）になり、自分

達で防護しようという当事

者意識が低い。 
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（５）今後の取組方針 

引き続き、瑞浪市鳥獣被害対策実施隊を中心とした被害防止捕獲の実施

のほか、農家等に対する電気牧柵やワイヤーメッシュ柵の補助、緩衝帯（バ

ッファゾーン）の整備により、鳥獣が人里に近づきにくい環境づくりを行

う。 

また、狩猟免許（わな猟）の取得補助による担い手確保の推進、鳥獣害

対策講習会等により農家等への対策周知についても引き続き行う。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

一種銃猟免許又はわな猟免許の所持者のうち、鳥獣被害防止対策に積極

的に取り組むことが見込まれ、瑞浪市猟友会長が推薦する者を実施隊員と

して任命する。 

瑞浪市農林課は、市民から被害報告の受け、実施隊員に対し現地調査及

び捕獲に関する指示を行う。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

２０２５  

  ～ 

２０２７ 

イノシシ 

ニホンジカ 

・狩猟免許（わな猟）取得補助の活用により、被害

防止捕獲の担い手確保を推進する。 

・捕獲の報奨金等の増額について検討する。 
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（３）対象鳥獣の捕獲計画 

捕獲計画数等の設定の考え方 

近年の捕獲実績を参考に設定する。 
 

捕獲数 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

イノシシ ３５６頭 ７３８頭 ３４９頭 ５４９頭 ４８４頭 

ニホンジカ ４３頭 ８頭 ８頭 １２頭 ６１頭 

アライグマ ９頭 ２６頭 １６頭 １０頭 １６頭 

ヌートリア ０頭 ０頭 ０頭 ０頭 ０頭 

ハクビシン ‐頭 ‐頭 ‐頭 ‐頭 ‐頭 

 

捕獲計画数 
 

捕獲計画数 ２０２５年度 ２０２６年度 ２０２７年度 

イノシシ ５５０頭 ５５０頭 ５５０頭 

ニホンジカ ８０頭 ８０頭 ８０頭 

アライグマ ２０頭 ２０頭 ２０頭 

ヌートリア ２０頭 ２０頭 ２０頭 

ハクビシン ５頭 ５頭 ５頭 
 

 

捕獲等の取組内容 
 

対象鳥獣 捕獲手段 実施予定時期 捕獲予定場所 
イノシシ 

ニホンジカ 
アライグマ 
ヌートリア 
ハクビシン 

箱わな・くくりわな 

銃器（止めさし） 
通年＊ 市内全域 

＊被害軽減のため猟期中も被害防止捕獲・個体数調整捕獲を実施する。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 
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４．防護柵の設置等に関する事項 
（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

２０２５～２０２７年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

・ワイヤーメッシュ柵 １５ｋｍ／年度 

・電気牧柵 ５件／年度 

 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 
取組内容 

２０２５～２０２７年度 

イノシシ 

ニホンジカ 

・ワイヤーメッシュ柵設置地区等と管理契約を締結し設置

地区等で管理を行う。 
 
５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

２０２５ 

～ 
２０２７ 

年度 

イノシシ 
ニホンジカ 

・鳥獣害対策講習会の実施 

・ワイヤーメッシュ柵設置地区を中心に緩衝帯（バ

ッファゾーン）の整備 

 
 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

瑞浪市 
現地調査、付近のパトロール、市民への注意喚

起 

瑞浪市鳥獣被害対策実施隊 現地調査、付近のパトロール、捕獲の実施 

多治見警察署（瑞浪交番） 現地調査、付近のパトロール 

東濃農林事務所農業振興課 被害確認、防護柵等の再発防止に関する助言 

東濃県事務所環境課 対応方法に関する助言 
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（２）緊急時の連絡体制 

 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

・被害防止捕獲により捕獲した個体については、利活用する場合を除き原

則として埋却又は瑞浪市クリーンセンターにて焼却処理する。 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 

効な利用に関する事項 
（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 
イノシシ及びニホンジカについては、近隣市のジビエ

処理加工施設を市が確認者と認定する。 

ペットフード  

皮革  

その他 

（油脂、骨製品、角 
製品、動物園等で 

のと体給餌、学術 

研究等） 

 

 

（２）処理加工施設の取組 

 

 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

 

 

 
 

 

 

①農林課 

出没現場 
（地域住民等）

②東濃県事務所 

環境課 

④鳥獣被害対策 

実施隊 

区長 
各地区コミュニティセンター 

危機管理課 地域住民 

学校等 教育委員会 

③多治見警察署 

（瑞浪交番） 

②東濃農林事務所 

農業振興課 

通報 

通報 現場調査等 
連携 

連絡調整 連絡 

注意喚起 

連絡 

防災行政 
無線等 

連絡 

連絡 
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９．被害防止施策の実施体制に関する事項 
（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 瑞浪市農業再生協議会 

構成機関の名称 役割 

瑞浪市 
・協議会事務局 
・瑞浪市鳥獣被害対策実施隊統括 

・関係機関との連絡調整 

瑞浪市鳥獣被害対策実施隊 

・対象鳥獣の捕獲 
・被害発生地区の調査 

・人的被害が発生する恐れがある場合の緊

急対応 

陶都信用農業協同組合 
・協議会事務局 

・市内の鳥獣被害状況に関する情報提供 

岐阜県農業共済組合 
・協議会事務局 

・市内の鳥獣被害状況に関する情報提供 

瑞浪市農業委員会 

・市内の鳥獣被害状況に関する情報提供 

日吉機械化営農組合 

大湫機械化営農組合 

大川機械化営農組合 

農事組合法人 ふかさわ 

農事組合法人 とうぶ営農 

瑞浪市農業婦人クラブ 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

東濃農林事務所農業振興課 ・鳥獣被害対策に関する助言 

東濃県事務所環境課 ・被害防止捕獲に関する助言 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

２０１６年７月に設置。 

２０２４年度は２５名（市猟友会２２名、農林課職員３名）を任命。 
農林課長が実施隊長を務める。 

鳥獣被害対策実施隊の隊員は、市職員のうちから市長が指名する者のほか、

一種銃猟免許又はわな猟免許の所持者のうち、鳥獣被害防止対策に積極的

に取り組むことが見込まれ、瑞浪市猟友会長が推薦する者のうちから、市

長が任命する者とする。 
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（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

・農林課職員は、狩猟免許の取得や研修等により、鳥獣害対策についての

知識を得ることで、効果的な鳥獣害対策の推進に努める。 

・当計画対象外の鳥獣による被害が拡大し、瑞浪市鳥獣被害対策実施隊に

よる対策が必要となった場合は、関係機関と協議し計画を見直すことで、

効果的な被害防止に努める。 

 

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 

 


